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北九州市区役所等事務分掌規則及び北九州市職員の兼務に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 
令和６年１１月２９日 

                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市規則第４３号 

北九州市区役所等事務分掌規則及び北九州市職員の兼務に関する 
規則の一部を改正する規則 

 （北九州市区役所等事務分掌規則の一部改正） 
第１条 北九州市区役所等事務分掌規則（昭和４３年北九州市規則第７６号） 
 の一部を次のように改正する。 
  第２条市民課市民係の項第２２号及び同条市民課戸籍係の項第１１号中「 
                 松ケ江出張所（門司区役所） 
                 大里出張所（門司区役所） 
                 曽根出張所（小倉南区役所） 
                 両谷出張所（小倉南区役所） 
 及び被険者証の交付」を削り、同条東谷出張所（小倉南区役所） の項第１ 
                 島郷出張所（若松区役所） 
                 折尾出張所（八幡西区役所） 
                 上津役出張所（八幡西区役所） 
                 八幡南出張所（八幡西区役所） 
 ３号中「こと（」の次に「曽根出張所及び折尾出張所を除く出張所にあって  
 は、」を加える。 
 （北九州市職員の兼務に関する規則の一部改正） 
第２条 北九州市職員の兼務に関する規則（平成８年北九州市規則第７６号） 
 の一部を次のように改正する。 
  第１条の見出し中「戸籍住民課」を「区政推進課」に改める。 
  第５条第３号中「被保険者証」を「資格確認書」に改め、「及び記載の修 
 正」を削る。 

付 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、令和６年１２月２日から施行する。ただし、第２条中北九州 
 市職員の兼務に関する規則第１条の見出しの改正規定は、公布の日から施行 
 する。 
 （経過措置） 
２ この規則の施行の日から令和７年７月３１日までの間、第２条の規定によ 
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 る改正後の北九州市職員の兼務に関する規則第５条第３号の規定の適用につ 
 いては、同号中「資格確認書」とあるのは、「資格確認書及び被保険者証」 
 とする。 
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北九州市告示第４４８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和６年１２月２日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 国道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

 

路線 名  

 

 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 

 

 

幅員 

(ｍ) 

 

延長 

(ｍ) 

 

１９９ １９９

号 

前 北九州市門司区西海岸一丁

目４番１０地先から 

北九州市八幡西区美吉野町

１１６７番７地先まで 

5.3 

～ 

85.5 

46,850.8 

  後 北九州市門司区西海岸一丁

目４番１０地先から 

北九州市八幡西区美吉野町

１１６７番７地先まで 

5.3 

～ 

85.5 

46,851.0 

 

5



北九州市告示第４４９号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和６年１２月２日から道路の供用を開始する。  
 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。  
  令和６年１２月２日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 道路の種類 国道  
２ 路線名等  

整理番号  路線名  供用開始の区間  

１９９  １９９号  北九州市門司区西海岸一丁目４番１０地先から  
北九州市八幡西区美吉野町１１６７番７地先まで  
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北九州市告示第４５０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和６年１２月２日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

路線名 

 

区域決定の区間 

 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

３２８８ 吉志２

４１号

線 

門司区吉志二丁目９６６番５

地先から 

門司区吉志二丁目９６６番９

地先まで 

6.0 72.4 

３４０８ 中井８

４号線 

小倉北区中井五丁目９番４４

地先から 

小倉北区中井五丁目９番３４

地先まで 

6.0 75.3 

３４０９ 下到津

４８号

線 

小倉北区下到津一丁目１９８

番２４地先から 

小倉北区下到津一丁目１９８

番１６地先まで 

6.0 46.0 

６３４４ 上吉田

１１６

号線 

小倉南区上吉田一丁目８９４

番２９地先から 

小倉南区上吉田一丁目８９４

番１２地先まで 

6.0 

～ 

6.5 

143.5 

６３４５ 上吉田

１１７

号線 

小倉南区上吉田一丁目８９４

番２８地先から 

小倉南区上吉田一丁目８９４

番２２地先まで 

6.0 116.5 

６３６４ 上吉田 小倉南区上吉田一丁目８９４ 2.0 62.4 
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１１８

号線 

番１０地先から 

小倉南区上吉田一丁目９００

番１地先まで 

６３７３ 上貫２

８号線 

小倉南区上貫三丁目１１７２

番５地先から 

小倉南区上貫三丁目１１７２

番１５地先まで 

6.0 65.6 

６３８６ 上吉田

１１９

号線 

小倉南区上吉田一丁目９０１

番１０地先から 

小倉南区上吉田一丁目９１２

番１４地先まで 

5.0 34.3 

３９０１ 下原町

１３号

線 

若松区下原町６番３２地先か

ら 

若松区下原町６番２９地先ま

で 

6.0 41.7 

６５３０ 光明北

鷹見町

１号線 

八幡西区光明二丁目１７２２

番２４地先から 

八幡西区北鷹見町４３１番１

３地先まで 

16.9 

～ 

18.0 

181.7 

１８９３ 沢見１

６号線 

戸畑区沢見一丁目１０番２０

地先から 

戸畑区沢見一丁目１０番２５

地先まで 

6.0 138.1 
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北九州市告示第４５１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和６年１２月２日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

 

路線 名  

 

 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 

 

 

幅員 

(ｍ) 

 

延長 

(ｍ) 

 

１３７６ 吉志５

号線 

前 門司区大字吉志９１４番２

地先から 

門司区大字吉志６６７番１

地先まで 

1.7 

～ 

5.4 

342.0 

  後 門司区吉志三丁目９１４番

２地先から 

門司区吉志三丁目６８７番

１地先まで 

1.7 

～ 

4.1 

342.2 

１３８２ 吉志１

１号線 

前 門司区大字吉志９５３番８

地先から 

門司区大字吉志９７０番１

地先まで 

5.2 

～ 

5.9 

153.9 

  後 門司区吉志二丁目９５３番

６地先から 

門司区吉志二丁目９７０番

１地先まで 

5.5 

～ 

6.3 

154.1 

１３８８ 吉志１

７号線 

前 門司区大字吉志８２２番１

地先から 

門司区大字吉志８８９番１

地先まで 

1.8 

～ 

4.5 

122.6 
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  後 門司区吉志三丁目８２２番

１地先から 

門司区吉志三丁目８８９番

１地先まで 

2.0 

～ 

4.5 

122.5 

１３９６ 吉志２

５号線 

前 門司区大字吉志６６２番１

地先から 

門司区大字吉志６８６番地

先まで 

2.3 

～ 

7.3 

161.7 

  後 門司区大字吉志６６２番１

地先から 

門司区吉志三丁目６８６番

地先まで 

2.3 

～ 

4.3 

161.8 

２９３０ 吉志１

６１号

線 

前 門司区大字吉志９５４番９

地先から 

門司区大字吉志９５４番２

地先まで 

6.0 

～ 

10.7 

129.6 

  後 門司区吉志二丁目９５４番

９地先から 

門司区吉志二丁目９５４番

２２地先まで 

6.0 

～ 

6.1 

129.6 

３０７９ 吉志１

９０号

線 

前 門司区大字吉志９５７番１

２地先から 

門司区大字吉志９５７番２

地先まで 

4.0 

～ 

5.1 

48.9 

  後 門司区吉志二丁目９５６番

１４地先から 

門司区吉志二丁目９５７番

２地先まで 

4.0 

～ 

5.1 

50.4 

１３８５ 金田２

号線 

前 小倉北区金田二丁目１５９

番１地先から 

小倉北区金田二丁目１４１

番６地先まで 

1.1 

～ 

2.5 

108.0 
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  後 小倉北区金田二丁目１５９

番１地先から 

小倉北区金田二丁目１４１

番６地先まで 

1.1 

～ 

2.5 

107.8 

１３８８ 金田５

号線 

前 小倉北区金田二丁目２２０

番１４地先から 

小倉北区金田二丁目１５６

番１０地先まで 

1.5 

～ 

4.7 

101.6 

  後 小倉北区金田二丁目１５９

番４地先から 

小倉北区金田二丁目１５６

番１０地先まで 

1.5 

～ 

5.1 

102.0 

１３８９ 金田６

号線 

前 小倉北区金田二丁目１５８

番１地先から 

小倉北区金田二丁目１５９

番１地先まで 

1.8 

～ 

1.9 

44.5 

  後 小倉北区金田二丁目１５８

番１地先から 

小倉北区金田二丁目１５９

番１地先まで 

1.9 

～ 

2.0 

44.3 

１３９３ 金田１

０号線 

前 小倉北区金田二丁目１５５

番５地先から 

小倉北区金田二丁目６番１

８地先まで 

5.6 

～ 

7.7 

466.7 

  後 小倉北区金田二丁目１５５

番５地先から 

小倉北区金田二丁目６番１

８地先まで 

5.6 

～ 

7.7 

466.7 

１７８３ 黒原２

１号線 

前 小倉北区黒原三丁目１１４

６番１４地先から 

小倉北区黒原三丁目１１５

２番１地先まで 

5.0 

～ 

5.2 

31.5 
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  後 小倉北区黒原三丁目１１４

６番１４地先から 

小倉北区黒原三丁目１１５

２番１地先まで 

5.0 

～ 

5.2 

33.9 

１７８６ 黒原２

４号線 

前 小倉北区黒原三丁目１番６

地先から 

小倉北区黒原三丁目１１５

２番１地先まで 

3.4 

～ 

4.4 

153.6 

  後 小倉北区黒原三丁目１番６

地先から 

小倉北区黒原三丁目１１５

２番１地先まで 

3.2 

～ 

4.6 

151.6 

２０３６ 菜園場

２号線 

前 小倉北区菜園場二丁目３７

番地先から 

小倉北区菜園場二丁目６番

地先まで 

5.9 

～ 

6.1 

160.2 

  後 小倉北区菜園場二丁目３７

番地先から 

小倉北区菜園場二丁目６番

地先まで 

5.8 

～ 

6.1 

160.1 

２０８３ 下到津

２８号

線 

前 小倉北区下到津一丁目２１

４番地先から 

小倉北区下到津一丁目２１

４番１地先まで 

2.9 

～ 

6.6 

137.3 

  後 小倉北区下到津一丁目１９

８番２２地先から 

小倉北区下到津一丁目２１

４番１地先まで 

2.9 

～ 

7.5 

137.1 

２５８７ 中井２

４号線 

前 小倉北区中井五丁目９番７

地先から 

小倉北区中井五丁目８番１

５地先まで 

6.0 119.1 
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  後 小倉北区中井五丁目９番７

地先から 

小倉北区中井五丁目８番１

５地先まで 

6.0 118.7 

２５８８ 中井２

５号線 

前 小倉北区中井五丁目１５番

１４地先から 

小倉北区中井五丁目６番３

地先まで 

5.9 

～ 

7.1 

379.2 

  後 小倉北区中井五丁目１５番

１４地先から 

小倉北区中井五丁目６番３

地先まで 

5.9 

～ 

7.1 

379.1 

１３００ 上吉田

１３号

線 

前 小倉南区上吉田一丁目８０

６番１地先から 

小倉南区中吉田六丁目８８

２番２０地先まで 

3.7 

～ 

7.4 

286.4 

  後 小倉南区上吉田一丁目８０

６番１地先から 

小倉南区中吉田六丁目８８

２番２０地先まで 

3.8 

～ 

7.4 

286.3 

１３０２ 上吉田

１５号

線 

前 小倉南区上吉田一丁目８１

７番３地先から 

小倉南区上吉田一丁目８３

２番６地先まで 

2.2 

～ 

5.5 

279.6 

  後 小倉南区上吉田一丁目８９

４番３０地先から 

小倉南区上吉田一丁目８３

２番６地先まで 

2.2 

～ 

6.0 

273.4 

１３１４ 上吉田

２７号

線 

前 小倉南区上吉田一丁目９３

３番２地先から 

小倉南区上吉田一丁目９３

３番４地先まで 

3.7 

～ 

8.6 

69.1 
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  後 小倉南区上吉田一丁目９３

３番２地先から 

小倉南区上吉田一丁目９４

２番１６地先まで 

3.7 

～ 

5.5 

69.0 

３２５６ 貫２５

号線 

前 小倉南区大字貫９９２番地

先から 

小倉南区上貫三丁目９９３

番３地先まで 

4.4 

～ 

4.5 

31.2 

  後 小倉南区上貫三丁目９９２

番９地先から 

小倉南区上貫三丁目９９３

番３地先まで 

4.5 30.7 

３４７３ 貫２４

２号線 

前 小倉南区大字貫１１７２番

地先から 

小倉南区上貫三丁目１１７

６番１４地先まで 

4.2 

～ 

7.2 

87.1 

  後 小倉南区上貫三丁目１１７

１番２４地先から 

小倉南区上貫三丁目９９２

番１１地先まで 

4.7 

～ 

7.2 

87.6 

５１９７ 上吉田

９１号

線 

前 小倉南区上吉田一丁目９０

１番２地先から 

小倉南区上吉田一丁目９１

２番４地先まで 

5.0 

～ 

5.3 

105.3 

  後 小倉南区上吉田一丁目９０

１番１４地先から 

小倉南区上吉田一丁目９１

２番４地先まで 

5.1 

～ 

6.2 

105.8 

５２７ 本町小

竹１号

線 

前 若松区本町二丁目９０９番

２地先から 

若松区大字小竹１１１２番

２地先まで 

6.3 

～ 

42.6 

5,957.7 
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  後 若松区本町二丁目９０９番

２地先から 

若松区大字小竹１１１２番

２地先まで 

6.3 

～ 

42.6 

5,957.7 

７１４ 赤崎町

小糸町

１号線 

前 若松区赤崎町２番３地先か

ら 

若松区小糸町４番２３地先

まで 

17.2 

～ 

20.0 

838.8 

  後 若松区赤崎町２番３地先か

ら 

若松区小糸町４番２３地先

まで 

17.2 

～ 

20.0 

838.2 

２０５１ 下原町

３号線 

前 若松区下原町３番８地先か

ら 

若松区下原町６番５地先ま

で 

5.8 

～ 

6.3 

160.9 

  後 若松区下原町３番６地先か

ら 

若松区下原町６番５地先ま

で 

5.9 

～ 

6.3 

162.1 

２２８５ 棚田町

１号線 

前 若松区棚田町１番１地先か

ら 

若松区棚田町１２番６地先

まで 

5.5 

～ 

6.0 

512.6 

  後 若松区棚田町１番１地先か

ら 

若松区棚田町１２番２地先

まで 

5.1 

～ 

6.1 

512.5 

２２８６ 棚田町

２号線 

前 若松区棚田町２番１地先か

ら 

若松区棚田町１１番２４地

先まで 

5.3 

～ 

6.2 

427.1 
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  後 若松区棚田町２番１地先か

ら 

若松区棚田町１１番２４地

先まで 

5.2 

～ 

6.2 

428.1 

２２９３ 棚田町

９号線 

前 若松区棚田町１４番８地先

から 

若松区棚田町１３番４地先

まで 

5.6 

～ 

5.9 

86.4 

  後 若松区棚田町１４番７地先

から 

若松区棚田町１３番４地先

まで 

5.6 

～ 

5.9 

86.3 

２２９４ 棚田町

１０号

線 

前 若松区棚田町１３番３地先

から 

若松区棚田町１５番１１地

先まで 

4.1 

～ 

6.1 

107.5 

  後 若松区棚田町１３番３地先

から 

若松区棚田町１５番１１地

先まで 

4.8 

～ 

6.1 

107.4 

１９２３ 折尾８

号線 

前 八幡西区折尾一丁目１５９

６番１３地先から 

八幡西区折尾一丁目２４２

４番１地先まで 

2.9 

～ 

5.6 

72.3 

  後 八幡西区折尾一丁目１５９

６番１３地先から 

八幡西区中須二丁目４０８

番４地先まで 

2.8 

～ 

3.0 

71.3 

１９２４ 折尾９

号線 

前 八幡西区折尾一丁目１５７

０番１０地先から 

八幡西区折尾一丁目１５９

６番９地先まで 

4.3 

～ 

16.4 

253.1 
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  後 八幡西区折尾一丁目１５７

０番１０地先から 

八幡西区折尾一丁目１５９

６番９地先まで 

5.1 

～ 

12.6 

253.4 

２４８０ 北鷹見

町１号

線 

前 八幡西区北鷹見町３７９番

地先から 

八幡西区北鷹見町４７３番

２地先まで 

4.0 

～ 

6.2 

373.4 

  後 八幡西区北鷹見町３７９番

地先から 

八幡西区北鷹見町４７３番

２地先まで 

4.0 

～ 

6.2 

373.8 

２４８２ 北鷹見

町３号

線 

前 八幡西区北鷹見町４２１番

６地先から 

八幡西区北鷹見町４８７番

２地先まで 

3.4 

～ 

11.3 

268.5 

  後 八幡西区北鷹見町４２２番

１－２地先から 

八幡西区北鷹見町４８７番

２地先まで 

3.4 

～ 

11.3 

262.0 

２９４２ 光明２

３号線 

前 八幡西区光明二丁目１７８

５番６地先から 

八幡西区光明二丁目２４２

４番１地先まで 

4.4 

～ 

7.6 

381.1 

  後 八幡西区光明二丁目１７８

５番６地先から 

八幡西区光明二丁目２４２

４番１地先まで 

4.4 

～ 

7.6 

380.4 

３９３０ 中須１

２号線 

前 八幡西区中須二丁目３９０

番１０地先から 

八幡西区中須二丁目４１３

番地先まで 

3.4 

～ 

12.2 

390.1 
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  後 八幡西区中須二丁目３９０

番１０地先から 

八幡西区中須二丁目４０８

番４地先まで 

3.4 

～ 

12.2 

389.4 

１２０８ 沢見３

号線 

前 戸畑区沢見一丁目１４番地

先から 

戸畑区沢見一丁目１０番地

先まで 

7.1 

～ 

7.4 

199.1 

  後 戸畑区沢見一丁目１４番地

先から 

戸畑区沢見一丁目１０番２

０地先まで 

7.1 

～ 

7.3 

199.3 

１２１７ 沢見１

２号線 

前 戸畑区沢見一丁目１０番地

先から 

戸畑区沢見一丁目９番地先

まで 

6.0 134.3 

  後 戸畑区沢見一丁目１０番５

地先から 

戸畑区沢見一丁目９番１地

先まで 

6.0 

～ 

6.2 

134.7 
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北九州市告示第４５２号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和６年１２月２日から道路の供用を開始する。  
 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。  
  令和６年１２月２日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 道路の種類 市道  
２ 路線名等  

整理番号  路線名  供用開始の区間  

１３７６  吉志５号

線  
門司区吉志三丁目９１４番２地先から  
門司区吉志三丁目６８７番１地先まで  

１３８２  吉志１１

号線  
門司区吉志二丁目９５３番６地先から  
門司区吉志二丁目９７０番１地先まで  

１３８８  吉志１７

号線  
門司区吉志三丁目８２２番１地先から  
門司区吉志三丁目８８９番１地先まで  

１３９６  吉志２５

号線  
門司区大字吉志６６２番１地先から  
門司区吉志三丁目６８６番地先まで  

２９３０  吉志１６

１号線  
門司区吉志二丁目９５４番９地先から  
門司区吉志二丁目９５４番２２地先まで  

３０７９  吉志１９

０号線  
門司区吉志二丁目９５６番１４地先から  
門司区吉志二丁目９５７番２地先まで  

３２８８  吉志２４

１号線  
門司区吉志二丁目９６６番５地先から  
門司区吉志二丁目９６６番９地先まで  

１３８５  金田２号

線  
小倉北区金田二丁目１５９番１地先から  
小倉北区金田二丁目１４１番６地先まで  

１３８８  金田５号

線  
小倉北区金田二丁目１５９番４地先から  
小倉北区金田二丁目１５６番１０地先まで  
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１３８９  金田６号

線  
小倉北区金田二丁目１５８番１地先から  
小倉北区金田二丁目１５９番１地先まで  

１３９３  金田１０

号線  
小倉北区金田二丁目１５５番５地先から  
小倉北区金田二丁目６番１８地先まで  

１７８３  黒原２１

号線  
小倉北区黒原三丁目１１４６番１４地先から  
小倉北区黒原三丁目１１５２番１地先まで  

１７８６  黒原２４

号線  
小倉北区黒原三丁目１番６地先から  
小倉北区黒原三丁目１１５２番１地先まで  

２０３６  菜園場２

号線  
小倉北区菜園場二丁目３７番地先から  
小倉北区菜園場二丁目６番地先まで  

２０８３  下到津２

８号線  
小倉北区下到津一丁目１９８番２２地先から  
小倉北区下到津一丁目２１４番１地先まで  

２５８７  中井２４

号線  
小倉北区中井五丁目９番７地先から  
小倉北区中井五丁目８番１５地先まで  

２５８８  中井２５

号線  
小倉北区中井五丁目１５番１４地先から  
小倉北区中井五丁目６番３地先まで  

３４０８  中井８４

号線  
小倉北区中井五丁目９番４４地先から  
小倉北区中井五丁目９番３４地先まで  

３４０９  下到津４

８号線  
小倉北区下到津一丁目１９８番２４地先から  
小倉北区下到津一丁目１９８番１６地先まで  

１３００  上吉田１

３号線  
小倉南区上吉田一丁目８０６番１地先から  
小倉南区中吉田六丁目８８２番２０地先まで  

１３０２  上吉田１

５号線  
小倉南区上吉田一丁目８９４番３０地先から  
小倉南区上吉田一丁目８３２番６地先まで  

１３１４  上吉田２

７号線  
小倉南区上吉田一丁目９３３番２地先から  
小倉南区上吉田一丁目９４２番１６地先まで  

３４７３  貫２４２

号線  
小倉南区上貫三丁目１１７１番２４地先から  
小倉南区上貫三丁目９９２番１１地先まで  
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５１９７  上吉田９

１号線  
小倉南区上吉田一丁目９０１番１４地先から  
小倉南区上吉田一丁目９１２番４地先まで  

６３４４  上吉田１

１６号線  
小倉南区上吉田一丁目８９４番２９地先から  
小倉南区上吉田一丁目８９４番１２地先まで  

６３４５  上吉田１

１７号線  
小倉南区上吉田一丁目８９４番２８地先から  
小倉南区上吉田一丁目８９４番２２地先まで  

６３６４  上吉田１

１８号線  
小倉南区上吉田一丁目８９４番１０地先から  
小倉南区上吉田一丁目９００番１地先まで  

６３７３  上貫２８

号線  
小倉南区上貫三丁目１１７２番５地先から  
小倉南区上貫三丁目１１７２番１５地先まで  

６３８６  上吉田１

１９号線  
小倉南区上吉田一丁目９０１番１０地先から  
小倉南区上吉田一丁目９１２番１４地先まで  

５２７  本町小竹

１号線  
若松区本町二丁目９０９番２地先から  
若松区大字小竹１１１２番２地先まで  

７１４  赤崎町小

糸町１号

線  

若松区赤崎町２番３地先から  
若松区小糸町４番２３地先まで  

２０５１  下原町３

号線  
若松区下原町３番６地先から  
若松区下原町６番５地先まで  

２２８５  棚田町１

号線  
若松区棚田町１番１地先から  
若松区棚田町１２番２地先まで  

２２８６  棚田町２

号線  
若松区棚田町２番１地先から  
若松区棚田町１１番２４地先まで  

２２９３  棚田町９

号線  
若松区棚田町１４番７地先から  
若松区棚田町１３番４地先まで  

２２９４  棚田町１

０号線  
若松区棚田町１３番３地先から  
若松区棚田町１５番１１地先まで  
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３９０１  下原町１

３号線  
若松区下原町６番３２地先から  
若松区下原町６番２９地先まで  

１９２３  折尾８号

線  
八幡西区折尾一丁目１５９６番１３地先から  
八幡西区中須二丁目４０８番４地先まで  

１９２４  折尾９号

線  
八幡西区折尾一丁目１５７０番１０地先から  
八幡西区折尾一丁目１５９６番９地先まで  

２４８０  北鷹見町

１号線  
八幡西区北鷹見町３７９番地先から  
八幡西区北鷹見町４７３番２地先まで  

２４８２  北鷹見町

３号線  
八幡西区北鷹見町４２２番１－２地先から  
八幡西区北鷹見町４８７番２地先まで  

２９４２  光明２３

号線  
八幡西区光明二丁目１７８５番６地先から  
八幡西区光明二丁目２４２４番１地先まで  

３９３０  中須１２

号線  
八幡西区中須二丁目３９０番１０地先から  
八幡西区中須二丁目４０８番４地先まで  

６５３０  光明北鷹

見町１号

線  

八幡西区光明二丁目１７２２番２４地先から  
八幡西区北鷹見町４３１番１３地先まで  

１２０８  沢見３号

線  
戸畑区沢見一丁目１４番地先から  
戸畑区沢見一丁目１０番２０地先まで  

１２１７  沢見１２

号線  
戸畑区沢見一丁目１０番５地先から  
戸畑区沢見一丁目９番１地先まで  

１８９３  沢見１６

号線  
戸畑区沢見一丁目１０番２０地先から  
戸畑区沢見一丁目１０番２５地先まで  
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北九州市告示第４５３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規定に基づき、

次の表の左欄に掲げる箇所に設置された出納員をして同表の中欄に掲げる箇所

に設置された分任出納員にそれぞれ任命された日をもって同表の右欄に掲げる

事務を委任させる。 

令和６年１２月２日 

北九州市長 武 内 和 久  

本庁 

総務市民局市民部

区政推進課 

戸籍住民係 出納員の命を受けて、北九州市マ

イナンバーカードサテライトコー

ナーにおいて取り扱う手数料等の

収納 
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北九州市公告第８４１号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和６年１２月２日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

（１） 特定役務の名称及び数量 北九州市立学校ＧＩＧＡ端末等借入れ及

び保守・運用 一式 

（２）  履行の内容等 入札仕様書に定めるとおり 

（３）  履行期間 令和７年９月１日から令和１２年８月３１日まで 

（４）  履行場所 本市の指定する場所 

（５）  入札方法 落札者の決定は、総合評価競争方式をもって行うので、

性能、機能、技術等に関する提案書類及び入札書（以下「総合評価のため

の書類」という。）を提出すること。詳しくは入札説明書による。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

（２）  北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３）  本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

 されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３ 

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和６年 

１２月２３日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申

請を行わなければならない。 

４ 総合評価のための書類の提出場所等 

（１）  契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 
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  イ 日時 この公告の日から令和６年１２月２３日まで（日曜日及び土曜

日を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで 

（２）  入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 

（３）  競争参加資格の確認申請書の提出 この公告に係る一般競争入札に

参加を希望する者は、令和６年１２月２３日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）に競争参加資格の確認申請書を、北九州市教育委員会事務局次世代

教育推進部教育情報化推進課に提出しなければならない。 

（４）  入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第二入札室 

  イ 日時 令和７年１月８日午後２時 

（５）  郵送による場合の総合評価のための書類の提出期限 第１号アの場

所に書留郵便により、令和７年１月２３日午後５時までに必着のこと。 

（６）  入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第二入札室 

  イ 日時 令和７年１月２４日午後２時 

５ その他 

（１）  契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条   

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５   

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３）  入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関

する条件に違反した入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４）  落札者の決定方法 
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 ア 落札候補者が提出した総合評価のための書類について、入札説明書に

示す総合評価の方法によって総合評価を行う。得られた総合評価点数の

最も高い者を落札者とする。 

 イ 詳しくは入札説明書による。 

（５）  契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市教育委員会事務局次世代教育推進部教育情報化推進課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－３４４５ 

６ Summary  

（１）  Product and Quantity   

Leasing,maintaining and to operate the digital terminals etc under GIGA 

School Program for Kitakyushu City Schools  

（２）  Deadline of Tender (by hand)  

2:00p.m., January 24, 2025  

（３）  Deadline of Tender (by mail)  

5:00p.m., January 23, 2025  

（４） For further information, please contact : Digital Education 

Development Division, Next Generation Education Development Department, 

Board of Education, City of Kitakyushu,1-1 Otemachi, Kokurakita-ku, 

Kitakyushu-city 803-8510 Japan TEL 093-582-3445  
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北九州市上下水道局告示第３３号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和６年１２月２日 

北九州市上下水道局長 持 山 泰 生   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｎ－１８３ 株式会社Ｍ．Ａ

．Ｄ．Ｅ 

宮川大輝 北九州市八幡西

区小嶺二丁目４

番３０－１０３

号 

令和６年１

２月２日 

Ｆ－２４２ 株式会社日本水

道修理センター 

米田昌弘 山口県下関市富

任町一丁目１番

９号 

令和６年１

２月２日 
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北九州市上下水道局告示第３４号 
 北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第８条に規定する

排水設備指定工事店を次のとおり指定した。 
  令和６年１２月２日 

北九州市上下水道局長 持 山 泰 生  
指定番号 工事店名 

代表者 
所在地 指定の有効期間 

６１６８ 株式会社 M.A.D.E  
宮川大輝 

八幡西区小嶺二丁目 4
番３０号 ヴァリオブ

ランカ１０３号 

令和６年１２月１日か

ら令和１１年５月３１

日まで 
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